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審査請求人が、平成２６年１月３１日付けで提起した審査請求及び同年２月
２日付けで提起した審査請求（以下「本件各審査請求」という｡）につき、行政
不服審査法（昭和３７年法律第１６０号。以下「行審法」という｡）第３６条の
規定により併合した上で、次のとおり裁決する。
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主 文
船橋市福祉事務所長が、審査請求人に対して行い、平成２５年1２月１９日
’ 一通知した保護廃止決定及び平成２６年１月

で通知した保護申請却下決定をいずれも取
付け
■ ■ - - - 一日

す。

理 由
審査請求の趣旨及び理由・
審査請求の趣旨
本件各審査請求の趣旨は､-- 『(以下｢処分庁｣という｡）
が、審査請求人（以下「請求人｣という｡）に対して行い、平成２５年１２
月’９日付け■二■■■■(以下｢本件通知書'｣という｡）
で通知した生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」という｡）
第６２条第３項の規定による保護廃止決定（以下「本件処分１」という｡）
及 び 平 成 2 6 年 １ 月 ２ １ 日 付 け ■ ■ ■ ( 以 下 ｢ 本 件
通知書２」という｡）で通知した法第２４条第１項の規定による保護申請却
下決定（以下「本件処分２」といい、本件処分山と併せて「本件各処分」
ふう｡)の取消しを求めるものである。
審査請求の理由
本件各審査請求の理由は、おおむね次のとおり,であり、これらの点から
本件各処分の違法又は不当を主張するものと解される。
寝ていたという理由で請求人が家にいないと判断された。
請求人は、･人の家など行っても遊びに行っても泊まった覚えはないにも
かかわらず、生活態度が悪いとみなされた。
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請求人の友人が病人のため、こまめに訪問をしたことは事実である。
Ｉ認定事実及び判断
認定事実

（１）処分庁は､平成１８年１１月２９日、請求人に対する法に基づく保護
を開始したこと。

（２）平成２３年１１月以降、処分庁職員が請求人宅への訪問調査を実施し
た状況は、おおむね次のとおりであったこと。
平成２３年
１１月１６日請求人宅を訪問するも不在のため不在連絡票を投函。
１２月１３日請求人宅を訪問するも不在のため不在連絡票を投函。

後日､電話連絡あり。

第２
１

平成２４年
１月１０日請求人宅を訪問するも不在のため不在連絡票を投函。

後日、連絡がなかったため、請求人が来庁した際に必ず
連絡をするように指導済み。

２月１日請求人が支給日のため来庁。連絡しなかった理由を聞く
と､家に帰ってはいるが郵便物等の確認をしていないと話す。
処分庁も､居宅で生活しているかどうかの状況を把握したい
ため、訪問し、不在の場合は連絡するように伝える。

．２月２１日請求人宅を訪問するも不在のため不在連絡票を投函。
３月２３日請求人宅を訪問するも不在のため不在連絡票を投函。
４月１０日請求人宅を訪問するも不在のため不在連絡票を投函ｂ
５月１日請求人が支給日のため来庁｡４月１０日の訪問以降連絡

がないため､理由を聞くと、連絡票は見たが電話代の支払い
が遅れて使えないため連絡できなかったという。

５月３０日請求人宅を訪問するも不在のため不在連絡票を投函。
翌日に連絡するよう記したが､連絡はなかった。

６月１日請求人が支給日のため来庁。不在連絡票は見たというた．め、いつ訪問したと書いてあったか尋ねると、覚えていない
．とのこと。見たら必ず連絡を入れるように指導。

６月２１日請求人宅を訪問するも不在のため不在連絡票を投函。
翌日に連絡するよう記したが､連絡はなかった｡

６月２９日請求人が支給日のため来庁。不在連絡票について尋ね
ると、「見たには見た｡」というため､見たら必ず連絡を
入れるよう再度請求人に話す。

８月１日請求人が支給日のため来庁。６日午前中に訪問するため

２ ､



一

在宅しているよう請求人に伝え、請求人もこれを了解。
８月６日請求人宅を午前中に訪問。数回訪問したものの、請求人

は不在であったため、不在連絡票を投函。１３日９時半頃に
連絡をするよう、また、このまま自宅で会えないと生活保護
の継続に影響が出ることもある旨不在連絡票に記すも､連絡
来ず。

８月３１日請求人が保護費受取りのため来庁したため、６日の訪
問について請求人に確認。６日当日は、風邪を引き寝込

一んでいたため玄関に出られず、歩けなかったため電話連
絡も入れられなかったという。当日が無理でも後日に連
絡をするべきであったと話し、９月３日１２時前後に訪
問する約束をする。

９月３日請求人宅を訪問するも不在のため不在連絡票を投函。翌
日に連絡するよう記したが、連絡はなかった。

１０月１日請求人が来庁したため、請求人と面接。既に２度訪問
約束を破っており、次回も同様であれば文書指示の上、
廃止になることもあると説明。５日１３時半に訪問約束
する。

１０月５日請求人宅を訪問したところ、請求人は自宅アパートの
横手で待機しており、請求人玄関にて請求人と面接する。
請求人宅内は玄関の手前まで物がかなり積み上がってい
て床が見えない状況でありも臭いも充満している。

１１月'2‘０日請求人を訪問するも不在のため、２２日午前中に連
絡するよう記した不在連絡票を投函｡請求人からの連絡
なし。

１２月６日請求人を訪問するも不在のため、１１日に連絡するよ
う記した不在連絡票を投函。請求人からの連絡なし。

平成２５年
１月１８日請求人を訪問するも不在のため､̅２２日に連絡するよ

う記した不在連絡票を投函。請求人からの連絡なし。
２月５日請求人を訪問するも不在α)ため、翌日に連絡するよう記

した不在連絡票を投函。請求人からの連絡なし｡
３月１日請求人が保護費を受け取るため来庁、訪問時に不在で連

絡がない状態が続いているため、８日に訪問する約束をする。
３月８日請求人宅を訪問すると、請求人は自宅ドア付近で待機し

ており、請求人宅玄関にて請求人と面接する。台所の流しの』、
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中にはかなり前のものと思われる汚れた食器類が山積みに
なっている｡台所のスペースに人一人が立てる程度のスペー
スができていたものの、室内の状況はほとんど変わらない。

４月２日前日の支給日に来庁しなかったため、請求人宅を訪問す
るも不在のため､本日１６時頃に連絡するよう書いた不在連
絡票を投函。担当職員の外出中に請求人が来庁し、保護費を
受給｡前日は体調を崩し来られなかったとのこと。対応した
職員より､支給日に来られない場合は､当日中に連絡を入れ
るように伝える６

５月２３日請求人宅を訪問するも不在のため、翌日連絡するよう
書いた不在連絡票を投函。請求人からの連絡はなし｡

５月３１日支給日のため請求人が来庁し、不在連絡票に対し連絡
がなかった理由を尋ねると、頭痛がしており電話ができ
なかったという。体調等により指定日に連絡ができない
場合は､なるべく指定日に近い別日に連絡を入れるよう
に指示。

６月２５日請求人宅を訪問するも不在のため、翌日連絡するよう
書いた不在連絡票を投函。請求人からの連絡はなし。

７月１日支給日のため請求人が来庁。不在連絡票に対し連絡がな
かつた理由を尋ねると､６月中旬から下痢が１０日間ほど続
いたため､担当職員へ連絡できなかったとのこと。

７月３０日請求人宅を訪問するも不在のため、翌日連絡するよう
書いた不在連絡票を投函。請求人からの連絡はなし。

８月１４日請求人宅を訪問するも不在のため、翌日連絡がほしい
と書いた不在連絡票を投函。請求人からの連絡はなし。

８月３０日支給日のため請求人が来庁し、不在連絡票に対し連絡
がなかった理由を尋ねると、お腹が下っていて連絡でき
．なかったとのこと。請求人に対し、不在連絡票に対し必
ず連絡を入れること､同様の事について以前にも指導済
みであることを伝え、再度注意する。

９月１０日請求人宅を訪問するも不在のため、翌日来庁するよう、
また、できない場合は同日中に連絡するよう書いた不在
連絡票を投函。請求人からの連絡なし。

１０月１８日請求人宅を訪問するも不在のため、２１日に連絡が
ほしいことと、連絡がないと保護が停止した肌住宅
扶助の支給ができなくなる可能性もある旨書いた不在
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連絡票を投函。請求人からの連絡なし。
１１月１日支給日のため請求人が来庁し、不在連絡票に対し連絡

がなかった理由を尋ねると、特に理由はないが読んでい
なかったとのこと。不在連絡票が入っていたら見なけれ
ばいけないし、連絡しないといけないことを説明する。
今後も不在連絡票に対し連絡がなかったり､･請求人宅に
請求人が住んでいないと判断された場合は、保護が停止
することもあることを再度伝える。１１日に訪問約束を
する。請求人が退庁後､､請求人宅を訪問するも不在のた
め、５日８時４５分頃に連絡がほしいことを書いた不在
連絡票を折りたたみ、玄関のドアに挟む（玄関のドアを
開けると落ちる状態)。請求人からの連絡はなし。

11月５日請求人を訪問するも不在のため、翌日９時頃に連絡が
・ほしいことを書いた不在連絡票を折りたたみ、玄関のド
アに挟む(玄関のドアを開けると落ちる状態)。前回の不
在票は挟まったままであった。請求人からの連絡はなし。
６日１５時頃､､請求人の携帯に電話するが出ず｡

１１月８日請求人宅を訪問するも不在のため、１１日８時４５分
頃に連絡がほしいことを書いた不在連絡票を折りたたみ、
玄関のドアに挟む（玄関のドアを開けると落ちる状態)。
合計３つの連絡票が挟まった状態。

１１月１１日９時頃請求人より電話があり、本日の訪問約束をし，
ているため時間の調整をした方がいいかと思ったとの
こと。８日の不在連絡票に関して話は全くなかった。
１０時３０分頃請求人宅を訪問し、請求人と面接。
１１月１日以降自宅に帰らずどこにいたのかを尋ねる

＄
と、最初は帰宅していたと主張したが､帰宅はしてい
ないはずだと説明すると､■I■■の■■■等にいたと
のこと｡夜間にいた場所を尋ねると､■■■までしか
答えず､「いちいちどこでトイレに行くとか、細かく話
さなくてはいけないのか｡」と興奮し始めた。福祉事務
所は、生活保護受給者の生活実態を把握する必要があ
り、約１０日間という長い間帰宅せずにどこにいたか
は確認する必要があると伝えるが、「自分は隠れてアル
バイトをしていたわけでもなく悪いことはしていない。
警察を呼べばいい｡」と話し始め、再度初めから説明す

ノ

〃

〆

５



１

（

るも「そんなことを聞くなら帰ってくれ｡」と職員らに
‘‘退室を求めた。不在連絡票を見ていないというため理

由を尋ねると､目が悪いから小さい字は見えない、何
が書いてあるか分からないものは怖くて見られない、
とのこと。今後は不在連絡票に対して必ず連絡を入れ
ること､携帯電話に連絡が入っていたら折り返し連絡
することを再度伝え、請求人も承諾する。

１２月３日請求人宅を訪問するも不在のため、翌日午前８時４
５分に担当職員に連絡するように書いた不在連絡票を
投函（ドア及び外の郵便受け両方に投函｡)｡連絡来ず｡

(3)処分庁は、平成２５年１２月５日、請求人宅を訪問し、請求人に対し、．
次の指導指示事項を記載した書面(同日付け■■■■■■｡以下｢本
件書面」という｡）を交付しようとしたところ、請求人が不在であったた
め、本件書面を請求人宅ドアの郵便受けに投函することにより､法第２
７条による指示を行ったこと（以下｢本件書面指示」という｡)｡
ア平成２５年１２月９日午前１０時３０分に地区担当員があなたの自
宅を訪問（以下「本件訪問調査」という｡）するため、この日時に在宅
し、本件訪問調査を受け入れ、生活状況について聴取された際は虚偽
の申告をせず、誠実に応答すること。

イ真にやむを得ない事情により、指定日時に本件訪問調査を受け入れ
ることが困難となった場合は､当該事由の発生後速やかに当所へ連絡
するとともに、当該事由について聴取された際は、虚偽の申告をせず
誠実に応答すること。

（４）平成２５年１２月９日、処分庁職員が本件訪問調査を行ったところ、
請求人は不在であったこと｡また、不在の理由について､請求人から処

・ １

分庁職員に対する連絡はなかったこと。 ．、 . 。

（５）処分庁は、請求人が本件書面指示に従わないことから､請求人に対し、
平鹿25年12月１０日付け■_--■■で､法第62条第４項の
規定により弁明の機会を付与することを通知したこと。

（６）処分庁は、請求人に対し、平成２５年１２月１３日に、前記（５）の
弁明の機会を与えたこと。なお、請求人は、この弁明の機会において、
おおむね次のとおり弁明したこと。
ア本件書面を確認した日について
請求人は、「１２月１０日に同文書を見て、同日及び同月１１日に地
区担当員に電話したところ、不在であったため、電話に出た男性職員
に連絡があった旨伝言を依頼した｡｣と述べた。

『
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’
どこから電話したか尋ねると、請求人は「外出中のため公衆電話か
らで､■の■■■Iの公衆電話である｡」と述べた。

イ本件訪問調査時に不在であづた理由について
「請求人の友人であ氏(以下1■氏｣という｡)が体調

不良のため､頻繁に訪ねており、１２月９日も朝8時頃から■氏宅
へ出かけたところ､同日の夜中に■氏の体調が悪くなり､請求人が
’'9番をして同乗し､■氏が救急搬送された｡心臓の発作が原因
だったが､入院は必要なく､同月'０日の朝に2人酒氏宅に帰宅
した。友人が死んでしまっては、自分が責任を取らなけ2ればならず、
罪が重くなってしまうので､放っておけない｡」等と述べた。
ウ平成２５年１２月３日以降の請求人の生活状況について
請求人は、週３回ほど帰宅して､帰宅時には毎回郵便物を確認して
いると主張したため、１２月３日に不在連絡票を入れているにもかか
わらず、同月１０日又は１１日まで確認していなかったのはなぜか尋
ねると､ただ見なかったと述べた。理由もなく不在連絡票を見なかっ
たのか尋ねると、請求人は回答しない。また、同月３日以降帰宅して
いなかったのではないかと尋ねると、帰っていたが何日に帰宅してい
たかは覚えていないと述べた。
また、本件訪問調査の前日である同月８日の夜は自宅にいたが、本

件書面は見ていないとのことであった。
工請求人の普段の帰宅状況及び生活状況について
請求人は､普段､■■氏宅へ様子を見に行き､■I■■の■に寄
って自宅に帰るが､先に自宅に帰ってから■I■に行ったりしており、
■■氏の具合が悪いため､■■氏宅に泊まることもあると述べた。
電気及び水道の使用状況について尋ねると、電気は滞納により止ま
っており、時々支払うも払いきれず、復旧しないと述べた。
１１月上旬に少なくとも１週間は自宅に帰っていなかったと考えら

れ、その間どこで生活していたか尋ねると､.「帰宅していたがドアに挟
まっている不在連絡票は見て、また同じように自分でドアに挟んだ｡」
とのことであった。

オその他
具体的な話を聞こうとすると、請求人は、「保護を受けていると友人
を作ってはいけないのか｡｣、「友人と付き合ってはいけないのか｡」と
述べ、そのようなことは一切発言していないことを伝えると、「自分に
はそのように聞こえる｡」と述べる。他にも、「自分の家庭事情にいち
いちうるさい｡」と発言する。
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本日錦した内容等に基づき､後日判断した上で結果を文書にて連
絡することを説明したところ、「死ねっていうことですね｡」等と述べ、
最終的には請求人自ら席を立ち、処分庁職員が「もう話すことはない
んですか？」と確認したが、請求人は、「ありません。首つって死にま
す｡｣、「毒薬もあるからそれで死のうかな｡」と述べて退室した。

（７）処分庁は､請求人に対し、本件書面指示に従わないことを理由として、
法第６２条第３項の規定により、平成２５年１２月１４日付けで保護を
廃止する本件処分１を行い､本件通知書１で通知したこと。
なお、同月２４日､請求人は、処分庁職員に対し、「同月２２日に本件
通知書１を見た｡｣、「生活態度を改める。おかしくなってひつくり返るこ
とがあり、また、多少ストレスでやられていると感じており、今後は受
診した方が良いと思う｡」と述べたこと。

（８）請求人は､平成２５年１２月２６日、処分庁に対し、法第７条の規定
により保護の開始を申請したこと（以下｢本件申請」という｡)。
(9)処分庁は､請求人に対し､生活実態が不明であり､生活の本拠地が■
■■にあるとはいえないとの理由により､本件申請を却下するとの本件
処分２を行い､本件通知書２で通知したこと。

(10)請求人は、平成２６年１月３１日付け及び同年２月２日付けで本件各
審査請求を提起したこと。

２ 判 断
（１）本件処分１について
ア法の仕組み
（ア）訪問調査について

保護の実施機関は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に
居住地を有する要保護者又は居住地がないか若しくは明らかでない
要保護者であって､その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現
在地を有するものに対して、保護を決定し、かつ、実施しなければ
ならない（法第１９条第１項)。
そして、保護の実施機関は保護の決定又は実施のため必要があ

るときは､要保護者の資産状況、健康状態その他の事項を調査する
ために、当該職員に､要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの
事項を調査させることができる（法第２８条第１項)｡
また、保護の実施機関は、被保護者に対して､生活の維持、向上

その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる
（法第２７条第１項)。
これらの規定を受け、保護の実施機関は、要保護者の生活状況等
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を把握し、援助方針に反映させることや、これに基づく自立を助長
するための指導を行うことを目的として、世帯の状況に応じ､訪問
を行うこととされている（｢生活保護法による保護の実施要領につい
て」（昭和３８年４月１日社発第２４６号厚生省社会局長通知。以下
「局長通知」という｡）第１２の１)。

(イ）‘法第２７条の指導指示について
前記（ア）のとおり、法第２７条は、保護の実施機関が被保護者
に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又
は指示（以下「２７条指示」という｡）をすることができる旨を定め
るが、これは､単に機械的に保護費等を支給するだけでなく､保護
費等が真に法の目的とする最低生活の維持のために十分に利用、消
費され、ひいては被保護者の自立が助長されるよう､実施機関が被
保護者に対して働き掛けることを定めた規定である。
これを受けて､局長通知第１１の２('）スは､保護受給中の者

について、保護の目的を達成するため、又は保護の決定実施を行う
ため、特に必要があると認められるときは、必要に応じて２７条指
示を行うこととしている｡
そして、法第６２条第１項は､被保護者が２７条指示に従わなけ

ればならない旨を、法第６２条第３項は、被保護者が同条第１項の
義務に違反した場合に保護の変更、停止又は廃止をすることができ
る旨をそれぞれ定めている。これは、被保護者が、２７条指示に従

《う義務に違反する場合に、要保護性の有無とは直接には関連なしに、
義務違反に対する制裁を理由に、保護実施機関による保護の変更､
停止又は廃止を認める規定であると解される（京都地裁平成５年１
０月２５日判決参照)。
もっとも､生活保護法施行規則（昭和２５年厚生省令第２１号｡

以下「規則」という｡）第１９条は、被保護者が書面による２７条指
示に従わなかった場合でなければ、実施機関は法第６２条第３項の

ノ ・

権限を行使してはならないと規定する。
また、局長通知第１１の２（４）は、２７条指示は原則として口

頭により行うものとし、口頭による指示で目的を達せられなかった
場合や目的を達せられないと認められる場合等口頭によりがたいと
きに、書面による指示を行うものと定めている。
これらの運用は、法第６２条第３項による保護の停廃止等が被保

護者の生活に関わる重大な不利益処分であることに鑑み、２７条指
示の順守義務違反があった場合においても直ちに停廃止等の処分を
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選択するのではなく、再度当該義務を遵守させる機会を与えるとと
もに、当該指示の内容を明確にするべく書面をもって被保護者に知
らしめ、それでも違反した場合に初めて処分を行うことができると
するのが妥当であるとの趣旨で定められたものと解される。
したがって、２７条指示は、保護支給開始後、実施機関が保護費

の利用状況や就労状況等を継続的に把握した上で必要があると認め
た場合に、まずは口頭により行い、続いて書面により行うという経
過をたどるのが通常と考えられる（福岡地裁平成１０年５月２６日
判決参照)。
さらに、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」（昭

和３８年４月１日社保第３４号厚生省社会局保護課長通知｡以下｢課
長通知」という｡）第１１の問１は、被保護者が書面による２７条指
示に従わない場合において、必要と認められるときは、法第６２条
の規定により、所定の手続を経た上、保護の変更、停止又は廃止を
行うこととなるが、当該要保護者の状況によりなお効果が期待され
るときはこれらの処分を行うに先立ち、再度、書面による２７条
指示を行うこととしている。・
なお、法第６２条第４項は、保護の実施機関は、同条第３項の規

定により、保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該
被保護者に対して弁明の機会を与えなければならず、この場合にお
いては、あらかじめ､当該処分をしようとする理由弁明をすべき
日時及び場所を通知しなければならないと規定し、被保護者が自ら
の権利を防御する機会を保障している。

(ウ）処分の相当性について
２７条指示違反を理由に被保護者に不利益処分を課す場合には、

被保護者の保護の必要性にも十分配慮する必要があり、特に保護廃
止決定は、被保護者の最低限度の生活の保障を奪う重大な処分であ
るから、違反の程度が当該処分に相当するような重大なものである
ことが必要であって、それに至らない程度の違反行為については、
何らかの処分が必要な場合でも、保護の変更や停止などのより軽い
処分を選択すべきである（前掲福岡地裁判決参照)。
もっとも、①最近１年以内において当該２７条指示違反のほかに、

文書による２７条指示に対する違反、立入調査拒否若しくは検診命
令違反があったとき、②法第７８条により費用徴収の対象となるべ
き事実について以後改めるよう指導指示したにもかかわらず、これ
に従わなかったとき、③保護の停止を行うことによっては２７条指
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示に従わせることが著しく困難であると認められるときのいずれか
に該当する場合には、保護を廃止することとされている（課長通知
問第１１の１の答3)d

イ本件書面指示の内容について
前記認定事実（２）のとおり、処分庁職員は、平成２３，年１１月以

降、請求人宅への訪問調査を繰り返し行っているものの、請求人はほ
とんど不在であり、また、その都度､処分庁に後日連絡するよう記載
した不在連絡票を投函しているにもかかわらず、請求人からの連絡が
なく、不在の間の所在等について説明することも拒む態度を示してい
たことから、前記認定事実（３）のとおり、処分庁は、請求人に対し、
本件書面指示を行ったと認められる。
処分庁が請求人宅の訪問調査を行い、請求人の生活状況を聴取する
ことは､請求人の生活状況等を正確に把握する上で不可欠であるとこ
ろ、上記の本件書面指示に至る経緯にも鑑みれば、本件書面指示は、
保護の目的を達成するため、特に必要があるものと認められる。
したがって、本件書面指示の内容は、局長通知第１２の１及び第１
１の２（１）スに照らし、適正なものといえるから、この点について
違法又は不当はない。・ウ本件書面指示に係る手続について

前記認定事実（２）のとおり、処分庁職員は、請求人に対し、訪問
調査時に請求人が不在であった際には、不在連絡票を確認し、必ず処
分庁職員に連絡するよう繰り返し求めていることから､局長通知第１
１の２（４）に従い､本件書面指示に先立って、口頭による２７条指
示を行っているものと認められる。
そして、前記認定事実（４）.のとおり、請求人は、本件書面指示に

おいて指示された本件訪問調査時に在宅せず、不在の理由について連
絡もしていないから、本件書面指示に違反したと認められる。
他方、本件処分ｌに先立ち、処分庁から請求人に対し、課長通知問
第１１の１が定める再度の書面による２７条指示が行われた事実は認
められないが、前記認定事実（２）の本件書面指示に至る経緯に鑑み
れば、再度の書面による２７条指示を行っても、効果が期待できると
は認められない｡また、前記認定事実（６）のとおり、請求人が、弁
明の機会において、自宅を不在にしている理由や処分庁に連絡をしな
い理由について、明確な弁明を行わず、「保護を受けていると友人を作
って,はいけないのか｡｣、「自分の家庭事情にいちいちうるさい｡｣、「死
ねっていうことですね｡」等と発言したことに鑑みても、請求人には、
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本件書面指示に従う意思がなかったと評価できる。
よって、処分庁が、再度の書面による２７条指示に効果が期待でき

ないと考え、再度の書面による２７条指示を経ずに本件処分１を行っ
たことには合理性がある。
また、前記認定事実（５）及び（６）のとおり、処分庁は、法第６
２条第４項の規定により、請求人に適正に弁明の機会を付与している
と認められる。
以上によれば、処分庁が、口頭による２７条指示を経て本件書面指

示を行い、これに従わなかったとして、書面による再度の２７条指示
を行わずに、法第６２条第４項所定の手続を経て、本件処分１に至っ
た一連の手続に、違法又は不当な点は認められない。
エ本件処分１の相当性について

前記認定事実（７）のとおり、処分庁は、請求人に対し、保護停止
決定を経ずに、本件処分１を行っているところ､前記ア（ウ）のとお
り、保護廃止決定という不利益処分の重大性に鑑みれば、請求人の本
件書面指示に対する違反の程度は、保護廃止決定に相当するような重
大なものでなければならない｡､、
この点、確かに、前記認定事実（４）のとおり、請求人は、本件書

面指示に違反しており、前記認定事実（６）の弁明内容に鑑みても、
本件書面指示に違反したことに正当な理由は見出せない。
しかし、前記認定事実（４）及び（６）に鑑みても、請求人の本件

書面指示に対する違反の程度が､保護廃止決定に相当するような重大
なものであるとまではいい難い。
そして、請求人には、前記ア（ウ）の課長通知第１１の間1の答３
に定める事情のうち、①本件書面指示がなされた１年以内において､
本件書面指示違反のほかに､文書による指導指示に対する違反､立入
調査拒否又は検診命令違反があったとの事情及び②法第７８条により
費用徴収の対象となるべき事実についての指導指示違反があったとの
；事情はいずれも見当たらない。また，前記認定事実（７）及び（８）
のとおり､本件処分'がなされた後､請求人が､処分庁職員に対し､｢生
活態度を改める｡」等と述べていることや、同月２６日に、直ちに保護
申請を行っていることにも鑑みれば③保護の停止を行うことによっ
ては本件書面指示に従わせることが著しく困難であったとまでは認め
られない。

オ 小 括
以上によれば､本件処分’は、本件書面指示違反が保護廃止決定に
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相当する重大なものとはいえず､例外的に保護廃止決定とすべき事情
も認められないにもかかわらず、保護停止決定を経ずに保護廃止決定
という重大な不利益処分を行った点において相当性を欠き、処分庁の
合理的裁量の範囲を逸脱したものと認められるからも違法であり、取
消しを免れない。

（２）本件処分２について
前記（１）オのとおり、本件処分１は取消しを免れない処分であるこ
とから、結局のところ、本件申請は、保護受給中の請求人による保護申
請となり、これを理由として、処分庁は、本件申請を却下せざるを得な
いこととなる。，しかしながら、本件処分２は、前記認定事実（９）のとおり、生活実
態が不明であり、生活の本拠地力■とはいえないことを理由として
行われたものであるから、違法であり、取消しを免れない。

３結論：
以上のとおり、本件各審査請求はいずれも理由があるから、行審法第４

、

0条第３項の規定を適用して、主文のとおり裁決する。

平成２６年６月２０日 鯖、

銅画室’千 葉 県 知 事 鈴 木
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